
（第 3種郵便物認可）（11） 2 0 2 1 年（令和 3 年）4 月 2 8 日（水曜日）

に
遭
遇
し
た
時
に
非
常
に
役

立
つ
解
説
で
あ
る
。

　「
自
動
運
転
」
は
今
後
を

見
据
え
た
新
し
い
論
点
で
あ

り
、
「
損
害
賠
償
の
方
法
―

一
時
金
に
よ
る
支
払
請
求
と

定
期
金
に
よ
る
判
決
」
は
令

和
２
年
に
出
さ
れ
た
最
高
裁

判
例
を
踏
ま
え
た
ホ
ッ
ト
な

論
点
を
取
り
上
げ
て
お
り
、

こ
れ
を
よ
く
理
解
さ
せ
て
く

れ
る
意
欲
的
な
解
説
と
な
っ

て
い
る
。

　
交
通
事
故
に
つ
い
て
は
、

初
心
者
向
け
の
基
礎
的
な
も

の
か
ら
実
務
家
・
研
究
者
向

け
の
難
し
い
も
の
ま
で
さ
ま

ざ
ま
な
本
が
刊
行
さ
れ
て
い

る
が
、
本
書
は
そ
の
ど
ち
ら

に
と
っ
て
も
役
立
つ
内
容
で

あ
る
。
交
通
事
故
に
お
け
る

重
要
か
つ
難
し
い
論
点
を
、

典
型
判
例
中
心
に
広
く
下
級

審
判
決
も
取
り
上
げ
る
こ
と

で
、
判
例
評
釈
で
は
断
片
的

に
し
か
得
ら
れ
な
い
レ
ベ
ル

を
超
え
た
判
例
理
論
の
深
い

理
解
を
得
さ
せ
て
く
れ
る
。

　
弁
護
士
に
と
っ
て
は
準
備

書
面
を
書
く
上
で
、
典
型
判

例
を
常
に
意
識
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
裁
判
官
に
と
っ
て

は
判
決
を
書
く
上
で
、
保
険

や
共
済
の
実
務
家
に
と
っ
て

は
難
し
い
論
点
を
克
服
す
る

上
で
、
本
書
は
非
常
に
役
立

つ
一
冊
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
適
切

な
論
点
を
選
択
さ
れ
た
編
者

お
よ
び
そ
の
論
点
に
意
欲
的

に
取
り
組
ま
れ
た
著
者
に
敬

意
を
表
し
た
い
。

　（
Ａ
５
判
／
４
３
６
㌻
、

保
険
毎
日
新
聞
社
刊
、
21
年

２
月
15
日
発
行
、
税
込
４
９

５
０
円
）

　
２
０
２
１
年
か
ら
保
険
毎

日
新
聞
社
は
、
典
型
判
例
シ

リ
ー
ズ
と
し
て
「
実
務
理
論

事
故
法
大
系
」
を
刊
行
す
る

こ
と
と
な
り
、
本
書
は
そ
の

第
１
弾
と
し
て
「
交
通
事

故
」
を
取
り
上
げ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
は
し
が
き
に
も

書
か
れ
て
い
る
と
お
り
、
本

シ
リ
ー
ズ
は
事
故
法
を
形
成

す
る
膨
大
な
数
の
判
例
の
中

か
ら
典
型
判
例
を
精
選
し
、

実
務
理
論
を
提
示
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
小
賀
野
晶
一
教
授
（
中
央

大
学
法
学
部
）
と
平
沼
直
人

弁
護
士
が
編
著
者
と
な
り
、

そ
の
他
12
人
の
い
ず
れ
も
こ

の
分
野
に
明
る
い
第
一
線
で

活
躍
す
る
、
い
わ
ば
今
、
脂

の
乗
っ
た
実
力
あ
る
法
律
実

務
家
が
執
筆
し
て
お
り
、
読

み
応
え
の
あ
る
充
実
し
た
内

容
と
な
っ
て
い
る
。

　
構
成
は
論
点
ご
と
に
多
少

異
な
る
が
、
ま
ず
、
実
務
の

基
本
と
な
る
典
型
判
例
（
そ

の
多
く
は
最
高
裁
判
例
）
を

取
り
上
げ
て
そ
の
内
容
を
紹

介
し
、
次
に
典
型
判
例
の
分

析
を
行
い
、
典
型
判
例
後
の

多
く
の
下
級
審
判
例
を
紹
介

す
る
こ
と
で
典
型
判
例
の
実

務
で
の
位
置
付
け
と
展
開
の

実
際
を
明
ら
か
に
し
て
、
実

務
理
論
を
導
き
出
し
て
い

く
。
そ
し
て
最
後
に
、
展
望

や
実
務
へ
の
影
響
を
示
す
こ

と
で
、
読
者
が
論
点
を
実
践

的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
導

い
て
い
る
。

　
本
書
の
構
成
は
Ⅰ
か
ら
Ⅲ

章
に
分
か
れ
、
取
り
上
げ
ら

れ
た
典
型
判
例
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

　
第
Ⅰ
章
「
責
任
の
あ
り

方
」
で
は
、
「
概
説
」
の
後

に
典
型
判
例
と
し
て
①
「
運

行
供
用
者
責
任
」
②
「
自
動

運
転
」
③
「
自
賠
責
保
険
―

支
払
基
準
の
拘
束
力
」
④

「
任
意
保
険
―
免
責
事
由

（
「
重
大
な
過
失
」
に
つ

き
）
」
を
、
第
Ⅱ
章
「
因
果

関
係
お
よ
び
損
害
」
で
は
、

「
概
説
」
の
後
に
⑤
「
別
原

因
に
よ
る
死
亡
事
例
」
⑥

「
未
就
労
年
少
女
子
（
11
歳

・
小
学
生
）
の
逸
失
利
益
」

⑦
「
割
合
的
認
定
、
素
因
競

合
」
⑧
「
過
失
相
殺
」
⑨

「
交
通
事
故
と
医
療
事
故
の

競
合
」
⑩
「
共
同
不
法
行
為

と
過
失
相
殺
」
⑪
「
使
用
者

責
任
と
求
償
―
責
任
の
分
担

と
共
有
」
⑫
「
損
害
賠
償
の

方
法
―
一
時
金
に
よ
る
支
払

請
求
と
定
期
金
に
よ
る
判

決
」
を
、
そ
し
て
第
Ⅲ
章

「
紛
争
の
処
理
・
解
決
」
に

お
い
て
は
「
概
説
」
の
後

に
、
⑬
「
別
損
害
」
⑭
「
訴

訟
実
務
上
の
戦
略
―
誰
を
被

告
と
す
る
か
」
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。

　「
運
行
供
用
者
」
「
別
原

因
に
よ
る
死
亡
事
例
」
「
逸

失
利
益
」
「
過
失
相
殺
」
は

交
通
賠
償
の
基
本
的
な
重
要

論
点
で
あ
る
が
、
典
型
判
例

を
基
に
分
か
り
や
す
く
整
理

さ
れ
、
「
自
賠
責
保
険
―
支

払
基
準
の
拘
束
力
」
は
自
賠

責
保
険
と
は
ど
う
い
う
も
の

か
を
実
務
的
観
点
で
理
解
さ

せ
て
く
れ
る
。
「
割
合
的
認

定
、
素
因
競
合
」
「
交
通
事

故
と
医
療
事
故
の
競
合
」

「
共
同
不
法
行
為
と
過
失
相

殺
」
は
お
そ
ら
く
最
も
難
解

な
論
点
で
あ
る
が
、
鋭
い
分

析
と
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い

て
、
読
者
は
一
読
し
て
理
解

で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
実
際
に
問
題
に
当
た
っ

た
時
は
こ
れ
ら
の
解
説
を
読

み
直
す
こ
と
で
、
解
明
で
き

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
任
意

保
険
の
免
責
事
由
と
し
て
の

重
過
失
」
「
使
用
者
責
任
と

求
償
」
は
比
較
的
正
面
か
ら

取
り
上
げ
る
こ
と
が
少
な
い

論
点
で
あ
る
が
、
判
例
を
整

理
し
て
掘
り
下
げ
て
検
討
し

て
く
れ
て
お
り
、
よ
く
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
別

損
害
」
は
示
談
の
効
力
の
及

ぶ
範
囲
を
、
「
訴
訟
実
務
上

の
戦
略
―
誰
を
被
告
と
す
る

か
」
は
直
接
請
求
権
を
取
り

上
げ
て
お
り
、
考
え
の
助
け

に
な
り
、
そ
の
よ
う
な
問
題

　
あ
い
お
い
ニ
ッ

セ
イ
同
和
損
保
神

戸
支
店
は
３
月
24

日
、
西
宮
市
に
対

し
、
桜
の
根
元
保

護
の
た
め
の
「
あ

じ
さ
い
」
植
栽
の

費
用
と
し
て
45
万

円
を
寄
付
し
た
。

同
日
、
Ｊ
Ｒ
さ
く

ら
夙
川
駅
近
く
の

夙
川
河
川
敷
緑
地

で
目
録
の
贈
呈
が

行
わ
れ
、
西
宮
市

か
ら
土
木
局
公
園

緑
化
部
部
長
の
伊
藤
泰
介

氏
、
花
と
緑
の
課
課
長
の

藤
原
隆
之
氏
、
あ
い
お
い

ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
保
か
ら

神
戸
支
店
西
宮
支
社
支
社

長
の
高
田
恒
平
氏
、
同
支

社
課
長
補
佐
の
川
村
憲
央

氏
、
同
支
店
営
業
ア
シ
ス

ト
グ
ル
ー
プ
長
の
和
田
由

佳
氏
が
出
席
し
た
（
所
属

・
肩
書
は
当
時
）
。

　
こ
の
取
り
組
み
は
「
ペ

ー
パ
ー
レ
ス
保
険
証
券
・

Ｗ
ｅ
ｂ
約
款
寄
付
」
に
よ

る
も
の
で
、
同
社
で
は
45

万
円
を
３
年
間
継
続
し
て

寄
付
し
て
い
る
。

　
同
社
は
２
０
１
９
年
１

月
に
西
宮
市
と
包
括
連
携

協
定
を
締
結
し
、
そ
れ
を

機
に
同
市
の
課
題
に
つ
い

て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
し
た
と

こ
ろ
、
桜
の
名
所
再
生
事

業
に
つ
い
て
、
桜
の
木
の

根
元
保
護
の
た
め
に
あ
じ

さ
い
の
植
栽
が
必
要
と
の

要
望
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
３
年
に
分
け
て
植
栽

に
協
力
を
す
る
こ
と
を
決

定
。
19
年
３
月
に
第
１
回

目
と
し
て
45
万
円
の
寄
付

を
行
い
、
Ｊ
Ｒ
さ
く
ら
夙

川
駅
近
く
の
河
川
敷
の
約

３
分
の
１
に
あ
じ
さ
い
を

植
栽
、
20
年
に
は
そ
の
残

り
の
２
分
の
１
に
植
栽
を

行
っ
た
。
今
年
は
、
残
り

の
部
分
に
あ
じ
さ
い
を
植

栽
す
る
と
と
も
に
、
こ
の

取
り
組
み
の
シ
ン
ボ
ル

（
記
念
）
と
し
て
、
西
宮

市
が
桜
の
木
１
本
を
植
樹

し
た
。

　
初
年
度
は
同
社
社
員
23

人
が
参
加
し
、
市
の
職
員

と
共
に
植
栽
作
業
に
取
り

組
ん
だ
。
２
年
目
は
コ
ロ

ナ
禍
の
影
響
も
あ
り
、
市

の
職
員
の
み
で
植
栽
を
実

施
。
今
回
も
昨
年
同
様
、

市
の
職
員
が
主
体
と
な
っ

て
植
栽
を
行
う
と
と
も

に
、
社
員
を
代
表
し
て
同

社
か
ら
３
人
が
参
加
し
、

植
樹
し
た
桜
の
木
の
根
元

に
肥
料
を
ま
く
な
ど
の
作

業
を
行
っ
た
。

　
同
社
神
戸
支
店
西
宮
支

社
の
川
村
課
長
補
佐
は
今

回
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

「
春
に
は
、
夙
川
河
川
敷

の
桜
に
交
じ
っ
て
、
今
回

の
桜
に
も
花
が
付
き
、
梅

雨
の
時
期
に
は
河
川
敷
一

面
に
あ
じ
さ
い
が
咲
き
、

地
域
の
皆
さ
ま
の
心
の
癒

し
に
な
れ
ば
大
変
う
れ
し

く
思
う
。
早
く
コ
ロ
ナ
禍

が
終
息
し
、
家
族
や
友
人

と
、
夙
川
の
河
川
敷
を
ゆ

っ
く
り
散
策
で
き
る
日
が

来
る
こ
と
を
願
っ
て
い

る
」
、
神
戸
支
店
の
和
田

営
業
ア
シ
ス
ト
グ
ル
ー
プ

長
は
「
夙
川
の
河
川
敷
は

毎
年
、
桜
の
花
見
で
に
ぎ

わ
う
場
所
で
、
昨
年
と
今

年
は
コ
ロ
ナ
禍
で
花
見
は

で
き
ず
残
念
で
は
あ
っ
た

が
、
そ
ん
な
中
だ
か
ら
こ

そ
、
こ
の
３
年
間
で
植
栽

し
た
あ
じ
さ
い
た
ち
は
し

っ
か
り
と
根
を
張
り
、
コ

ロ
ナ
禍
が
終
息
し
た
後
は

株
も
大
き
く
な
り
、
地
域

の
皆
さ
ん
を
楽
し
ま
せ
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
思

う
。
今
回
、
市
の
職
員
の

皆
さ
ま
の
ご
厚
意
で
桜
の

木
を
一
本
植
樹
い
た
だ
い

た
が
、
私
た
ち
は
こ
れ
を

『
Ａ
Ｄ
チ
ェ
リ
ー
』
と
名

付
け
、
今
後
も
神
戸
支
店

メ
ン
バ
ー
に
伝
え
て
い
き

た
い
と
思
う
。
３
年
間
に

わ
た
っ
た
こ
の
取
り
組
み

は
、
桜
や
あ
じ
さ
い
と
い

う
形
で
、
夙
川
が
あ
る
限

り
残
る
。
こ
の
取
り
組
み

に
携
わ
っ
た
社
員
は
皆
、

良
い
取
り
組
み
が
で
き
た

と
感
じ
て
い
る
」
と
述
べ

た
。

　
西
宮
市
花
と
緑
の
課
の

藤
原
課
長
は
「
今
回
で
河

川
敷
一
面
に
あ
じ
さ
い
を

植
栽
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
春
に
は
桜
が
、
梅
雨

の
時
期
に
は
あ
じ
さ
い

が
、
元
気
に
地
域
の
方
々

を
迎
え
て
く
れ
る
よ
う
、

大
切
に
育
て
て
い
く
』
と

語
っ
た
。

［評者］　

南
出 

行
生 

（
弁
護
士
）

典
型
判
例
を
中
心
と
し
た
判
例
か
ら
読
み
解
か
れ
る
実
務
理
論

『（
典
型
判
例
シ
リ
ー
ズ
）実
務
理
論 

事
故
法
大
系
Ⅰ

交
通
事
故
』　

小
賀
野
晶
一
、平
沼
直
人
　
編
著

書書　　評評

西
宮
市
に
あ
じ
さ
い
植
栽
費
用
45
万
円
寄
付

３
年
間
に
わ
た
り
桜
の
名
所
再
生
を
支
援

あいおいニッセイ同和損保神戸支店

西
宮
市
の
伊
藤
部
長
（
左
）
に
同
社
高
田
支
社
長
か

ら
目
録
を
贈
呈


